
23

4
35 2023 34

332,192 10 35
8,800

65
22 19.8 52 33.8

1 

本庁舎の規模の検討にあたり、下記のとおり検討資料を追加します。

　示されています。

・市の人口は、平成26年（2014年）3月1日現在の人口332,192人から今後10年程度増加を

続け、平成35年（2023年）のピーク時までに約8,800人増加することが想定されています。

・人口はそれ以降、減少局面に入る一方で高齢化の進展も著しく、全人口に対する65歳以

上の割合は、平成22年（2010年）には19.8％であったものが、平成52年（2040年）には

33.8％になると推計されています（国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来人

口推計」）。これにより市の行政需要は大きく変化すると考えられます。

（平成23年）に以下のように

資料２
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0.093

0.093 ×332,192 30,894

30

23.373
42

23.373 × 1,022 42 =24,869
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1,022人

　平成27年4月を目指している中核市への移行に伴い、埼玉県から2,000件余りの事

務が移譲されることとなっており、今後、本庁舎等には42名の職員の配置が予定さ

れています。

本庁舎等に勤2,776人
※

※

　越谷市の庁舎全体規模の算定にあたっては、上記の人口規模や職員規模等を考慮した

試算も行い、これらを比較検討して算出するものとします。

　の算定（試算）

を算出すると

となります。これに越谷市の現在の人口を掛け、越谷市庁舎全体規模を試算すると

平均で23．373㎡／人

となります。

　これに、

となります。

平均で

これは、他団体からの派遣による職員、越谷・松伏水道企業団、東埼玉資源環境

組合への派遣職員を含んだ職員数となっています。



HP

430,000 330,000 260,000 260,000 370,000

1,314 1,320 1,273 1,026 1,200

46 44 - 30 40

40,000 27,500 28,500 25,000 30,000

36,500 26,763 27,125 30,000

0.093 0.081 0.104 - 0.081

30.441 20.275 21.308 - 25.000

- 8,100 12,160 6,930 9,257

- 8,260 2,245 8,400

- 1,053 650 1,203

- 1,540 9,880 1,400

- 8,707 2,190 9,430

36,500 27,660 27,125 29,690

2 3,500 760 1,375 -

40,000 28,420 28,500 24,839 29,690

310,000 320,000 300,000 300,000

1,250 1,500 1,300 1,238

39 40 46 38

30,200 31,000 30,000 32,000

28,000 31,000 30,000 29,488

0.090 0.097 0.100 0.098

22.400 20.667 23.077 23.819

9,154 11,945 11,948 11,361

8,750 7,980 9,100 8,666

1,190 1,342 1,553 1,477

1,365 1,400 1,610 1,330

7,638 8,506 9,040 8,602

28,096 31,173 33,251 31,436

2 2,067 - - 2,678

30,163 31,173 33,251 34,114

1

17,909

1

23.373

0.093

3 

２．北区(東京都)
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４．基本理念と基本方針を踏まえた必要スペース
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カフェテリア（町田市役所） さくらベーカリー（千代田区役所）

ロビー報告会（越谷市役所） ロビーコンサート（大府市役所）

　審議会では、市民交流活動機能について、市役所東側の葛西用水沿いウッドデッキとの連

携が図れるスペースについての意見がありました。

　他自治体での事例や想定される機能については、特産品(地域ブランド)展示・販売コーナ

ー、レストラン・喫茶室、売店、図書コーナー、市や市民活動団体の活動をＰＲ・紹介する

スペース、イベントホール、銀行ＡＴＭ等が挙げられます。

出典：各自治体ホームページ



売店

広場

カフェ、売店、銀行等のキャッシュディス
ペンサー等の気軽に立ち寄れる機能の配置

売店

売店
カフェ
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本庁舎の規模の検討

（１） 規模算定の検討視点 

庁舎の面積算定には、総務省の「地方債同意等基準」があります。これは、

庁舎建設の際に起債をするための基準となる面積を算定するものでした。現

在は交付金として措置されるため、この基準に沿う必要はありませんが、客

観的な基準として参考となるものです。 

ここでは、同基準に沿って全体としての必要面積を算出し、ここから既存

の第二庁舎の延床面積、（仮称）第三庁舎の想定延床面積を差し引き、最後

に基準には含まれていない「市民協働機能」を盛り込んで検討しました。

① 総務省の地方債同意等基準に基づく庁舎標準面積

 ４．５㎡ × 換算職員数（換算率により補正したもの）  

表１ 補正を行う換算職員数 

区 分 

換 算 率 

特

別

職

三

役

部

長

次

長

課

長

課
長
補
佐

係

長

一
般
職
員

級 級 級

人口５万人以上 

 ５０万人未満の市町村 
×２０ ×９ ×５ ×２ ×１ 

※算定対象職員数 ４人 ３７人 ５１人 ３６７人 ５６３人 

※算定対象職員数は、平成２５年４月１日現在の正規職員数 

参考：第５回会議までの検討資料 
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② 総務省の地方債同意等基準に基づく新庁舎延床面積の算定

表２ 起債基準による庁舎標準面積の算定 

区  分 

起債の基準 庁舎床面積 

職員数 

① 

換算率 

② 

換 算 

職員数 

（①×②）

基準 

面積 

(職員 1人 

あたり) 

積算根拠 

（換算職員数 

×4.5 ㎡） 

事務室 １，０２２ 8,842.5 ㎡

内訳（応接室

を含む） 

特別職 ４ ２０ ８０

4.5 ㎡/人 

360.0 ㎡

部長・次長級 ３７ ９ ３３３ 1,498.5 ㎡

課長級 ５１ ５ ２５５ 1,147.5 ㎡

係長級 ３６７ ２ ７３４ 3,303.0 ㎡

一般職員 ５６３ １ ５６３ 2,533.5 ㎡

倉庫 事務室面積×１３％ 1,149.5 ㎡

会議室等 常勤職員数×７.０㎡ 7,154.0 ㎡

事務室・倉庫・会議室等の面積 17,146.0 ㎡

玄関室等 

(玄関･広間･廊下･階段等) 
各室面積（事務室･倉庫･会議室等）×40％ 6,858.4 ㎡

議会関係諸室 

(議場､委員会室､議員控室) 
議員定数×35㎡ 1,120.0 ㎡

庁舎面積（全体） 25,124.4 ㎡

   ③ 第二庁舎の延床面積、（仮称）第三庁舎の想定延床面積を考慮した本庁舎 

    の想定規模（案） 

下記のとおり本庁舎の必要面積は、16,076.9 ㎡となります。 

庁舎全体面積 25,124.4 ㎡

－ 第二庁舎延床面積  －5,301.2 ㎡

－ （仮称）第三庁舎延床面積  －4,500.0 ㎡

＋ 市民協働機能 全体面積×（約３％） ＋753.7 ㎡

本庁舎必要面積〔全体－第二庁舎－（仮称）第三庁舎＋※市民協働機能〕 16,076.9 ㎡

※市民協働機能は、先進事例を参考に設定


